
（短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護）   

算定要件抜粋（指定居宅(介護予防)サービスに要する費用の額の算定に関する基準等より抜粋） 

 （下線は改正部分） 

⑴ 短期入所生活介護 

生活機能向上連携加算【区分・要件】 
注５ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも

のとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活
介護事業所において、外部との連携により、利用者の
身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画
を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、
イについては、利用者の急性増悪等により当該個別機
能訓練計画を見直した場合を除き3月に１回を限度と
して、１月につき、ロについては１月につき、次に掲
げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲
げるいずれかの加算を算定している場合においては、
次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注７を
算定している場合、イは算定せず、ロは１月につき100
単位を所定単位数に加算する。 

  イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)  100単位 
  ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ)  200単位 
 

※厚生労働大臣が定める基準 
三十四の四 短期入所生活介護費における生活機能向上
連携加算の基準 
イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 
次のいずれにも適合すること。 
 ⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハ

ビリテーション事業所又はリハビリテーションを実
施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士又は医師(以下この号において「理学療法
士等」という。)の助言に基づき、当該指定短期入所
生活介護事業所(指定居宅サービス等基準第百二十一
条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所を
いう。以下同じ。)の機能訓練指導員等が共同して利
用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作
成を行っていること。 

 ⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は
生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備
し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた
機能訓練を適切に提供していること。 

 ⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等
を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に
対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況
等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っ
ていること。 

 
ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ)  
次のいずれにも適合すること。 
 ⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハ

ビリテーション事業所又はリハビリテーションを実
施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定
短期入所生活介護事業所を訪問し、当該事業所の機能
訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価
及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。 

 ⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は
生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備
し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた
機能訓練を適切に提供していること。 

 ⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等
を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に
対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況
等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っ
ていること。 
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夜勤職員配置加算【要件】 
注10 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務

条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事
に届け出た指定短期入所生活介護事業所については、
当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる
単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる
いずれかの加算を算定している場合においては、次に
掲げるその他の加算は算定しない。また、注３を算定
している場合は、算定しない。 

  ⑴ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)  13単位 
  ⑵ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)  18単位 
  ⑶ 夜勤職員配置加算(Ⅲ)  15単位 
  ⑷ 夜勤職員配置加算(Ⅳ)  20単位 

※厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関
する基準 

一 指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件
に関する基準 

ハ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までを算定すべき指
定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関
する基準 

 ⑴ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所
生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

  ㈠ (略) 
㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数がイ⑴又
はロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職
員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次
のａ又はｂに掲げる場合は、当該ａ又はｂに定める
数以上であること。 

   ａ 次に掲げる要件のいずれにも適合している場 
    合 
    イ⑴又はロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又

は看護職員の数に十分の九を加えた数 
    ⅰ 見守り機器を、当該指定短期入所生活介護事

業所の利用者の数の十分の一以上の数設置し
ていること。 

    ⅱ 見守り機器を安全かつ有効に活用するため
の委員会を設置し、必要な検討等が行われてい
ること。 

   ｂ 次に掲げる要件のいずれにも適合している場
合 

    イ⑴又はロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又
は看護職員の数に十分の六を加えた数（ロ⑴㈠ｆ
の規定に基づき夜勤を行う介護職員又は看護職
員を配置している場合にあっては、イ⑴又はロ⑴
に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の
数に十分の八を加えた数） 

    ⅰ 夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該短期
入所生活介護事業所の利用者の数以上設置し
ていること。 

    ⅱ 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護
職員又は看護職員が、情報通信機器を使用し、
職員同意の連携促進が図られていること。 

    ⅲ 見守り機器等を活用する際の安全体制及び
ケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関す
る次に掲げる事項を実施し、かつ、見守り機器
等を安全かつ有効に活用するための委員会を
設置し、介護職員、看護職員その他の職種の者
と共同して、当該委員会において必要な検討等
を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認す
ること。 

     ⑴ 夜勤を行う職員による居室への訪問を個
別に必要とする利用者への訪問及び当該利
用者に対する適切なケア等による利用者の
安全及びケアの質の確保 

     ⑵ 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状
況への配慮 

     ⑶ 見守り機器等の定期的な点検 
     ⑷ 見守り機器等を安全かつ有効に活用する

ための職員研修 
⑵ 夜勤職員配置加算（Ⅱ）を算定すべき指定短期入所
生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

 ㈠ (略) 
 ㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、イ⑵又

はロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職
員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次
のａ又はｂに掲げる場合は、当該ａ又はｂに定める
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数以上であること。 

  ａ 次に掲げる要件のいずれにも適合している場 
   合 
   イ⑵又はロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又

は看護職員の数に十分の九を加えた数 
   ⅰ 見守り機器を、当該指定短期入所生活介護事

業所の利用者の数の十分の一以上の数設置し
ていること。 

   ⅱ 見守り機器を安全かつ有効に活用するため
の委員会を設置し、必要な検討等が行われてい
ること。 

ｂ 次に掲げる要件のいずれにも適合している場 
 合 

   イ⑵又はロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又
は看護職員の数に十分の六を加えた数 

   ⅰ 夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該短期
入所生活介護事業所の利用者の数以上設置し
ていること。 

   ⅱ 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護
職員又は看護職員が、情報通信機器を使用し、
職員同士の連携促進が図られていること。 

   ⅲ 見守り機器等を活用する際の安全体制及び
ケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関す
る次に掲げる事項を実施し、かつ、見守り機器
等を安全かつ有効に活用するための委員会を
設置し、介護職員、看護職員その他の職種の者
と共同して、当該委員会において必要な検討等
を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認す
ること。 

    ⑴ 夜勤を行う職員による居室への訪問を個
別に必要とする利用者への訪問及び当該利
用者に対する適切なケア等による利用者の
安全及びケアの質の確保 

    ⑵ 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状
況への配慮 

     ⑶ 見守り機器等の定期的な点検 
     ⑷ 見守り機器等を安全かつ有効に活用する

ための職員研修 
 ⑶・⑷ (略) 
 

 

サービス提供体制強化加算【区分・要件】 
へ サービス提供体制強化加算 
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも
のとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活
介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護
を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日
につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次
に掲げるいずれかの加算を算定している場合におい
ては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 
⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位 
⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位 
⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位 

※厚生労働大臣が定める基準 
三十八 短期入所生活介護費におけるサービス提供体制
強化加算の基準 
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
⑴ 次のいずれかに適合すること。 
㈠ 指定短期入所生活介護事業所の介護職員(当該指
定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等
基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特
別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別
養護老人ホームの介護職員。以下同じ。)の総数の
うち、介護福祉士の占める割合が百分の八十以上で
あること。 

㈡ 指定短期入所生活介護事業所の介護職員の総数
のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割
合が百分の三十五以上であること。 

⑵ 通所介護費等算定方法第三号に規定する基準のい
ずれにも該当しないこと。 

 
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
 ⑴ 指定短期入所生活介護事業所の介護職員の総数の
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うち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であ
ること。          

⑵ イ⑵に該当するものであること。 
 

ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
 ⑴ 次のいずれかに適合すること。 

㈠ 指定短期入所生活介護事業所の介護職員の総数
のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上
であること。 

㈡ 指定短期入所生活介護事業者の看護師若しくは
准看護師又は介護職員(以下「看護・介護職員」と
いう。)(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居
宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適
用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっ
ては、当該特別養護老人ホームの看護・介護職員)
の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十
五以上であること。 

  ㈢ 指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準
第百二十条に規定する指定短期入所生活介護をい
う。)を利用者に直接提供する職員(当該指定短期入
所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百
二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老
人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人
ホームの入所者に対して介護福祉施設サービスを
直接提供する職員)の総数のうち、勤続年数七年以
上の者の占める割合が百分の三十以上であること。 

 ⑵ (略)          
 

 

⑵ 介護予防短期入所生活介護 

生活機能向上連携加算【区分・要件】 
注５ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも
のとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入
所生活介護事業所において、外部との連携により、利用
者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計
画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、
イについては、利用者の急性増悪等により当該個別機能
訓練計画を見直した場合を除き３月に１回を限度とし
て、１月につき、ロについては１月につき、次に掲げる
単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるい
ずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。また、注７を算定してい
る場合、イは算定せず、ロは１月につき100単位を所定
単位数に算定する。 

 イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)  100単位 
 ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ)  200単位 
 

※厚生労働大臣が定める基準 
百十四の三 介護予防短期入所生活介護費における生活
機能向上連携加算の基準 
イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 
次のいずれにも適合すること。 
 ⑴ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所又は

指定介護予防通所リハビリテーション事業所若しく
はリハビリテーションを実施している医療提供施設
の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以
下この号において「理学療法士等」という。)の助言
に基づき、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所
(指定介護予防サービス等基準第百二十九条第一項に
規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所をい
う。)の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状
況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行ってい
ること。 

 ⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は
生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備
し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた
機能訓練を適切に提供していること。 

 ⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等
を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に
対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況
等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っ
ていること。 

 
ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ)  
次のいずれにも適合すること。 
 ⑴ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所又は

指定介護予防通所リハビリテーション事業所若しく
はリハビリテーションを実施している医療提供施設
の理学療法士等が、当該指定介護予防短期入所生活介
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護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等が
共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓
練計画の作成を行っていること。 

 ⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は
生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備
し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた
機能訓練を適切に提供していること。 

 ⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等
を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に
対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況
等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っ
ていること。 

 

 

サービス提供体制強化加算【区分・要件】 
ホ サービス提供体制強化加算 
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも
のとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期
入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防
短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる
区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算
する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して
いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定
しない。 
⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)  22単位  
⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)  18単位 
⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)  ６単位 
 

※厚生労働大臣が定める基準 
百十六 介護予防短期入所生活介護費におけるサービス
提供体制強化加算の基準 
第三十八号の規定を準用する。 
 
※第三十八号の規定 
三十八 短期入所生活介護費におけるサービス提供体制
強化加算の基準 
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
⑴ 次のいずれかに適合すること。 
㈠ 指定短期入所生活介護事業所の介護職員(当該指
定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等
基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特
別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別
養護老人ホームの介護職員。以下同じ。)の総数の
うち、介護福祉士の占める割合が百分の八十以上で
あること。 

㈡ 指定短期入所生活介護事業所の介護職員の総数
のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割
合が百分の三十五以上であること。 

⑵ 通所介護費等算定方法第十七号に規定する基準の
いずれにも該当しないこと。 

 
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
 ⑴ 指定短期入所生活介護事業所の介護職員の総数の

うち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であ
ること。          

⑵ イ⑵に該当するものであること。 
 

ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
 ⑴ 次のいずれかに適合すること。 

㈠ 指定短期入所生活介護事業所の介護職員の総数
のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上
であること。 

㈡ 指定短期入所生活介護事業所の看護師若しくは
准看護師又は介護職員(以下「看護・介護職員」と
いう。)(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居
宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適
用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっ
ては、当該特別養護老人ホームの看護・介護職員)
の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十
五以上であること。 

  ㈢ 指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準
第百二十条に規定する指定短期入所生活介護をい
う。)を利用者に直接提供する職員(当該指定短期入
所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百



（短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護）   
二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老
人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人
ホームの入所者に対して介護福祉施設サービスを
直接提供する職員)の総数のうち、勤続年数七年以
上の者の占める割合が百分の三十以上であること。 

 ⑵ (略)          
 

 


